
別　紙

¥10.68

報酬単位 利用料金 報酬単位 利用料金 １割 ２割 ３割

(週1回程度)
要支援1、事業対象者

1,672 ¥17,856 1,798 ¥19,202 ¥1,921 ¥3,841 ¥5,761

(週1回程度)
要支援2

1,714 ¥18,305 1,811 ¥19,341 ¥1,935 ¥3,869 ¥5,803

(週2回程度)
要支援2、事業対象者

3,428 ¥36,611 3,621 ¥38,672 ¥3,868 ¥7,735 ¥11,602

225 ¥2,403

40 ¥427 40 ¥427 ¥43 ¥86 ¥129

－ － -376 ¥-4,015 ¥-402 ¥-803 ¥-1,205

－ － -752 ¥-8,031 ¥-804 ¥-1,607 ¥-2,410

－ － -47 ¥-501 ¥-51 ¥-101 ¥-151

(週1回程度)
要支援1、事業対象者

72 ¥768 72 ¥768 ¥77 ¥154 ¥231

(週1回程度)
要支援2

72 ¥768 72 ¥768 ¥77 ¥154 ¥231

(週2回程度)
要支援2、事業対象者

144 ¥1,537 144 ¥1,537 ¥154 ¥308 ¥462

2024年
6月から

  ⑤レクリエーション費100円～（材料代含む1回） ⑥サービス提供実施地域以外の送迎利用料金 片道１km30円　

以上

※印を表示した加算種は、サービス提供条件をみたし､手続きが整いましたご利用者様について、算定させて頂きます。

（２）　下記の費用は、ご利用者様の負担となります。

  ①通常要する時間を超えるサービス　②昼食代\700 (キャンセル代\600)　③おやつ代\70 

  ④おむつ等を使用される方はその代金(例：リハビリパンツ１枚150円～200円・パット１枚50円)

　⑦その他の費用(本サービス中に提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用で,
　　ご利用者様に負担して頂くことが適当と認められる費用）

基本
月額
料金

サービス
提供体制強化

加算Ⅱ

2024年
5月まで

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
   「1ヶ月の介護報酬単位数（基本サービス費＋各種加算減算）
　×所定の加算率（1単位未満四捨五入）」　※加算率は千分の12
　×地域ごとの単価　（1円未満切捨）

介護職員等特定処遇加算Ⅰ
　「１ヶ月の介護報酬単位数（基本サービス費＋各種加算減算）
　×所定の加算率（1単位未満四捨五入）」　　※加算率は千分の92
　×地域ごとの単価（1円未満切捨）

科学的介護推進体制加算(月額)

同一建物送迎減算１（月）

送迎未実施減算(片道)（回）

高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算 それぞれの条件に該当した場合、基本報酬単位数の-1%を減算

介護職員処遇改善加算Ⅰ

(本加算は基本料金に統合、廃止)

同一建物送迎減算２（月）

介護職員等ベースアップ等支援加算
　「１ヶ月の介護報酬単位数（基本サービス費＋各種加算減算）
　×所定の加算率（1単位未満四捨五入）」　※加算率は千分の11
　×地域ごとの単価（1円未満切捨）

　　　アビリティーズ・デイサービス西府町　府中市総合事業(国基準型通所サービス) 　

 料金表　2024年(令和6年)4月～

（１） サービス利用基本料金表
  ご利用者様のサービス利用基本料金の自己負担は、下記のサービス利用基本料金表から総合事業による給付
  給付額を差し引いた差額分（各利用者の負担割合に応じた額）となります。
  ただし、総合事業の月額利用の上限を超える場合は、超えた金額のみ全額ご利用者様負担となります。

３級地(東京都府中市に所在) 　　地域ごとの単価：

  「1ヶ月の介護報酬単位数（基本サービス費＋各種加算減算）
　×所定の加算率（1単位未満四捨五入）」　※加算率は千分の59
　×地域ごとの単価　（1円未満切捨）

2024年3月まで 2024年4月以降 ご負担額（1月）

運動器機能向上加算(月額)


